
平
成
十
九
年
三
月
二
十
日
提
出

質

問

第

一

三

五

号

竹
島
問
題
を
め
ぐ
る
日
韓
密
約
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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竹
島
問
題
を
め
ぐ
る
日
韓
密
約
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

密
約
は
認
め
ら
れ
る
と
外
務
省
は
認
識
し
て
い
る
か
。

二

竹
島
問
題
を
め
ぐ
り
日
本
と
韓
国
の
間
で
密
約
が
締
結
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
。

三

二
〇
〇
七
年
三
月
二
十
日
付
読
売
新
聞
朝
刊
が
、
「
『
竹
島
領
有

日
韓
が
密
約
』
韓
国
誌
報
道

一
九
六
五
年

双
方
が

主
張
黙
認
」
と
の
見
出
し
で
、

「
十
九
日
に
発
売
さ
れ
た
韓
国
の
月
刊
誌
『
月
刊
中
央
』
は
関
係
者
の
話
と
し
て
、
竹
島
（
韓
国
名
・
独
島
）
の
領
有
権

を
巡
っ
て
日
韓
が
一
九
六
五
年
一
月
、
自
国
の
領
土
と
主
張
す
る
こ
と
を
互
い
に
黙
認
し
合
う
密
約
を
交
わ
し
て
い
た
と
報

じ
た
。

同
誌
に
よ
る
と
、
建
設
相
時
代
に
密
約
交
渉
を
担
当
し
て
い
た
河
野
一
郎
氏
の
特
命
を
受
け
た
宇
野
宗
佑
自
民
党
議
員

チ
ョ
ン
イ
ル
グ
ォ
ン

（
後
の
首
相
）
が
訪
韓
し
、
韓
国
の
丁
一
権
首
相
（
当
時
）
に
「
解
決
せ
ざ
る
を
も
っ
て
解
決
し
た
と
み
な
す
」
と
記
さ

パ
ク
チ
ョ
ン

ヒ

れ
た
密
約
文
書
を
渡
し
た
。
朴
正
熙
大
統
領
（
同
）
も
承
認
し
た
と
い
う
。
同
年
六
月
に
調
印
さ
れ
た
日
韓
基
本
条
約
で

竹
島
問
題
に
つ
い
て
触
れ
な
い
こ
と
も
合
意
し
て
い
た
。

密
約
文
書
に
は
、
�
日
韓
両
国
が
と
も
に
竹
島
を
自
国
の
領
土
と
主
張
す
る
こ
と
を
認
め
、
反
論
に
異
議
を
提
起
し
な
い

一



�
韓
国
が
竹
島
を
占
拠
し
て
い
る
現
状
を
維
持
す
る
が
、
韓
国
は
警
備
員
の
増
強
や
新
施
設
の
建
設
は
行
わ
な
い－

な
ど
の

付
属
条
項
が
含
ま
れ
て
い
た
。

チ
ョ
ン
ド
ゥ
ホ
ァ
ン

韓
国
で
保
管
さ
れ
て
い
た
文
書
は
朴
正
熙
大
統
領
の
暗
殺
後
、
全
斗
煥
大
統
領
が
燃
や
し
た
と
い
う
。
当
時
の
関
係
者

の
一
人
は
本
紙
に
対
し
、
密
約
文
書
の
存
在
を
認
め
、
『
日
韓
基
本
条
約
調
印
を
実
現
す
る
た
め
に
編
み
出
し
た
知
恵
だ
っ

た
』
と
話
し
て
い
る
。
」

と
の
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
こ
と
を
外
務
省
は
承
知
し
て
い
る
か
。

四

二
〇
〇
七
年
三
月
十
九
日
に
発
売
さ
れ
た
韓
国
の
月
刊
誌
「
月
刊
中
央
」
に
掲
載
さ
れ
た
竹
島
問
題
に
関
す
る
記
事
（
以

下
、
「
記
事
」
と
い
う
。
）
が
公
電
で
外
務
省
に
到
着
し
た
日
時
分
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

「
記
事
」
の
全
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

四
の
公
電
は
山
田
重
夫
外
務
省
ア
ジ
ア
大
洋
州
局
北
東
ア
ジ
ア
課
長
に
配
付
さ
れ
て
い
る
か
。

七

「
記
事
」
に
関
す
る
対
外
応
答
要
領
を
外
務
省
は
作
成
し
た
か
。
作
成
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

チ
ョ
ン
イ
ル
グ
ォ
ン

八

一
九
六
五
年
に
河
野
一
郎
氏
の
特
命
を
受
け
た
宇
野
宗
佑
自
民
党
議
員
が
訪
韓
し
、
韓
国
の
丁
一
権
首
相
に
「
解
決
せ

二



ざ
る
を
も
っ
て
解
決
し
た
と
み
な
す
」
と
記
さ
れ
た
密
約
文
書
を
渡
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
。

九

竹
島
の
領
有
権
を
め
ぐ
る
密
約
問
題
に
つ
い
て
、
外
務
省
は
真
実
を
国
民
の
前
に
明
ら
か
に
す
る
用
意
が
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


